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１ ごみの排出状況 

○ ごみ総排出量は、平成 28 年熊本地震の翌年以降コロナ禍等の影響もあり、令和元

年度までは増加していましたが、その後は減少傾向で推移しています。 

○ 1人 1日当たりの排出量もごみ総排出量と同様に、令和元年度以降は減少傾向にあ

り、令和 5年度には 822gとなり、過去 10年で最も少なくなっています。 

○ 1人 1日当たりの排出量は、全国値を下回る値で推移していますが、順位に関して

は、平成 30 年度以前は全国で上位 5 位内に位置していましたが、令和元年度以降は

8、9位を推移しています（表 2-1-1、図 2-1-2-1）。 

 

表 2-1-1 県内の一般廃棄物排出量と 1 人 1 日当たりの排出量 

 

○1 人 1 日当たりの排出量（g／人・日）＝（ごみ総排出量）／（総人口※）／365 日（又は 366 日） 

※「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省：各年 10 月 1 日時点）による。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

図 2-1-2-1 熊本県内のごみ総排出量と 1 人 1 日当たりのごみ排出量の推移 

 

○本図は、表 2-1-1 をグラフ化したもの。 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

561,337 560,921 552,656 559,100 555,520 567,615 559,256 545,230 535,917 520,091

熊本県 846 847 843 857 856 876 871 855 845 822

（参考）
全国

947 939 925 920 919 918 901 890 880 851

熊本県
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

第１節 一般廃棄物（ごみ）の排出及び処理の状況と課題 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

○ ごみの排出量は市町村ごとに違いがあり、市町村別のごみ総排出量を見ると、県

内人口の 42％を占める熊本市が県全体量の 45％を占めています。 

○ 1人 1日当たりの排出量では、嘉島町で 1,000gを超えている状況であり、嘉島町

では総排出量に占める事業系ごみ量の割合が高いことが影響しているものと考えら

れます。 

○ 一方、1人 1日当たり排出量が少ないのは津奈木町（459g）、産山村（551g）、芦

北町（577g）、球磨村（585g）などとなっており、この 4町村は事業系ごみが非常に

少ないことに加え、球磨村では燃やすごみの収集が週 1回と少ないことや、芦北町

と津奈木町ではごみの分別区分が 20以上と多いことが影響していると考えられま

す。 

 

      表 2-1-2-2 市町村別ごみの排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成  
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

○ ごみ総排出量を生活系と事業系との排出形態別に見ると、生活系ごみは、熊本地震

の翌年の平成 29年度に約 384千トンと前年度より約 7千トン（約 2.0%）増加し、令

和元年度と令和 2年度にかけては新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、外出自粛

やテレワークの増加等の影響で生活系ごみの量が増え、令和 2年度には約 393千トン

まで増加しました。その後は減少傾向で推移しており、令和 5年度は約 357千トンと

なり、過去 10年間の中で最も少ない排出量となっています。 

○ 一方、事業系ごみは令和元年度までは横ばいで推移していましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大を受け、令和 2年度に事業系ごみは大きく減少し、その後も横ばい

で推移しており、令和 5年度は約 163千トンとなっています（図 2-1-3）。 

○ 他県での事業系一般廃棄物の組成調査結果等によると、事業系ごみの内訳は、紙類

や廃プラスチック類、厨芥類（飲食店や青果市場等の事業所から出てくる野菜くずや

食べ物の残り等）が多くを占めています。 

 

図 2-1-3 熊本県内の排出形態別ごみ総排出量の推移 

 
○各形態別ごみ発生量は四捨五入しているため、合算した値は合計値と異なる場合がある。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

（参考）リチウムイオン電池について 

 ○ 廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウムイオン電池を使用した製品

に起因する火災事故等が頻繁に発生しています。令和 5年度には、全国の市町村に

おいて 8,543件発生し、本県でもリチウムイオン電池使用製品の混入が原因として

考えられる火災が発生しています。 

 ○ 火災事故等が発生した場合、廃棄物処理施設や収集運搬車両そのものへの被害に

加え、作業員に対しても危害が及ぶ危険性があります。また、廃棄物処理施設が火

災事故等により稼働停止し、廃棄物処理が滞る場合には、その地域の生活環境保全

上の支障が出るなど大きな影響を及ぼします。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

 

図 2-1-4 ごみ処理フロー（令和 5 年度、熊本県内） 

 
   ○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】    

 

 

○ 第 5期計画では、平成 30年度の実績に対し令和 7年度において約 5％（1人 1日

当たり 856g→811g）削減し、総量としては 506 千トンとすることを目標としまし

た。 

○ ごみ総排出量の目標値 506千トン（令和 7年度）に対し、令和 5年度実績は約 520

千トンであり、近年の減少率を継続できれば目標値を達成する見込みはあります。 

○ また、1人 1日当たり排出量の目標値 811g（令和 7年度）に対し、令和 5年度実

績は約 822gであり、このままの推移でいけば目標値の 811gは達成する可能性はあ

ります。また、生活系ごみに関しては令和 5年度実績で 564g、事業系ごみの令和 5

年度実績は 258g であり、このままの推移でいけば目標値を達成する見込みはあり

ます。 

 

 

（単位：ｔ/年）
ごみ総排出量 集団回収量

520,091 10,438
(100.0%) (2.0%)

直接資源化量
8,745
(1.7%)

中間処理量 処理残渣量
502,077 115,350 73,334

(96.5%) (22.2%) (14.1%)
計画処理量 ごみ総処理量

509,653 513,620 減量化量
(98.0%) 386,727

計画収集量 (74.4%) 42,016
462,326 (8.1%)
(88.9%)

直接搬入量 直接最終処分量

47,327 2,798
(9.1%) 自家処理量 (0.5%)

828

注1）「計画処理量」と「ごみ総処理量（＝直接資源化量+中間処理量+直接最終処分量）」は、計量方法の違いやタイムラグ等があるため、一致していない。
注2）（ ）はごみ総排出量に対する割合を示す。
注3）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。
注4）図中の数値は、熊本市の民間直接資源化量を除いた量。

中間処理後
再生利用量

中間処理後
最終処分量

最終処分量
44,814

(8.6%)

資源化量
92,517
(17.8%)

資源化量
82,079
(15.8%)

（単位：千トン）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

568 559 545 536 520 506 534

（単位：g/人・日）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

　　１人１日当たり排出量（全体） 876 871 855 845 822 811 856

うち生活系 599 612 601 587 564 557 588

うち事業系 277 259 254 258 258 254 268

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度

ごみ総排出量

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

 

【 ごみの排出に関する課題 】 

○ 令和5年度の県民1人1日当たりのごみ排出量（822g）は、全国で8番目に少ない

状況ですが（全国851g）、更なる削減に取り組む必要があります。 

○ 1人1日当たりのごみ排出量は、市町村ごとに違いがあるため、特に量の多い市

町村において削減が必要です。 

○ 事業系一般廃棄物の排出量は横ばいで推移しているため、今後より一層の排出量

削減のためには事業系一般廃棄物の削減を強化する必要があります。 

○ 日本の食品ロス発生量の推計値によると、令和5年度には、家庭の燃やすごみの

中に、まだ食べられるのに捨てられている食品ロスが1人1日あたり約102g（おに

ぎり1個のご飯の量に相当）含まれていることが報告されています。近年、食品ロ

スは減少傾向ですが、引き続き中長期的な推移の注視が必要です。 

○ 廃棄された小型家電、特に携帯電話（スマートフォンを含む）や加熱式タバコな

どに内蔵されるリチウムイオン電池が一般廃棄物に混入すると、廃棄物処理施設や

収集運搬車両での発火、火災に繋がる危険性があります。 

 ○ 廃棄物処理施設において、水銀が混入したごみの搬入が原因と考えられる排ガス 

中の水銀濃度の上昇による焼却炉の停止が発生しています。 

○ 水銀フリー社会の実現に向け、水銀含有製品の適正処理を推進するため、水銀が

含まれる製品とその処分方法について、県民や排出事業者に周知を徹底する必要が

あります。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

２ 再生利用の状況 

○ 再生利用率は、令和 2年度に 20.8％まで上昇しましたが、その後は減少しており、

令和 5年度は 17.7％となっています（図 2-1-5）。 

○ 再生利用率を全国値と比較すると、令和 2年度を除き、本県の方が低く推移してい

ます。 

○ 再生利用率が伸び悩む要因の１つとして、直接焼却率（ごみ処理量に占める直接焼

却している割合）が令和 5年度で 79.6％と高いことがあります。これは平成 29年度

の 77.8％から増加傾向で推移しています。 

○ また、品目ごとの資源化量の推移を確認すると、平成 30 年度と比較して肥料が半

減し、固形燃料も約 70％に減少しています。他にも集団回収量が半減し、特にその

多くを占める紙ごみの回収量が半減するなど、資源化量が以前より減っている状況に

あります。 

○ なお、熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況調査結果について、熊本県で検

討したところ、令和元年度からの推移より、生ごみの量は減少傾向にあり、本来資源

化可能な木くず・草、プラスチック関連のごみ、古着などは増加傾向の可能性がある

状況から、ライフスタイルの変化やリサイクル可能なものが燃やすごみとして処理さ

れている状況が示唆されました（表 2-1-5-2）。 

○ さらに、事業系ごみのうち資源ごみの割合が少ないことも再生利用率向上を妨げて

いる一つの要因と考えられます。具体的にみると、令和 5年度の生活系ごみ搬入量に

占める資源ごみの割合が 15.9％であるのに対し、事業系ごみでは 0.9％となってい

ます。 

○ 以上のことから再生利用率の向上のため、様々な要因について、総合的に取り組ん

でいく必要があります。 

図 2-1-5 熊本県内の総資源化量と再生利用率の推移 

 

○再生利用率(%)＝｛(処理後再生利用量＋直接資源化量＋集団回収量)／(ごみ総処理量＋集団回収量)｝×100 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 



 

- 13 - 

 

第２章 一般廃棄物の現状と課題  

○ 令和 5年度の再生利用率の高い市町村としては、燃やすごみを RDF（Refuse Derived 

Fuel：ごみ固形燃料）化して、発電所のエネルギー源として供給している荒尾市、阿

蘇地域の 6市町村で 55％を超えています。 

○ また、生ごみ等の堆肥化に取り組んでいる水俣市、芦北町、津奈木町において、再

生利用率が 35％前後となっています。 

 

(参考)熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況 

表 2-1-5-2 熊本市の家庭ごみ（燃やすごみ）の組成状況 

  

（参考）資源化施設※の状況 

○ 市町村等が設置する資源化を行う施設は、令和 2年度に生ごみ処理施設が 1施設

減り、処理能力も 70トン／日減少し、その後は 27施設、処理能力 320トン前後で

推移しています（表 2-1-6）。 

○ ごみ燃料化施設は平成 26年度以降、施設数も処理能力も変化はありません。 

表 2-1-6 熊本県内の資源化施設の状況 

    

○市町村・事務組合が設置する施設で、休止施設を含み廃止施設を除く。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 ※資源化施設 

  不燃ごみの選別施設、圧縮・梱包施設等の施設、ごみ堆肥化施設、ごみ飼料化施設などが該当し、粗

大ごみ処理施設、ごみ燃料化施設、保管施設以外をいいます。 

R1 R2 R3 R4 R5

82.2% 73.7% 75.5% 78.4% 77.0%

うち生ごみ 34.6% 32.9% 38.2% 27.8% 25.4%

うち木くず・草 0.5% 4.6% 1.8% 12.3% 5.0%

うちプラスチック

製品
0.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.3%

8.9% 6.6% 9.4% 6.8% 7.6%

1.3% 5.2% 4.4% 4.0% 6.2%

うち古着 1.0% 4.6% 3.9% 3.5% 5.6%

6.5% 12.9% 9.9% 10.1% 8%

0.5% 1.0% 0.5% 0.3% 0.6%ペットボトル

燃やすごみ

古紙類

資源物等

プラスチック製容器包装

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

H26 27 359 2 133 29 492

H27 27 359 2 133 29 492

H28 28 368 2 133 30 501

H29 27 354 2 133 29 487

H30 28 390 2 133 30 523

R1 28 390 2 133 30 523

R2 27 320 2 133 29 453

R3 27 320 2 133 29 453

R4 27 317 2 133 29 450

R5 27 325 2 133 29 458

資源化を行う施設 ごみ燃料化施設 合計
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（参考）市町村の分別収集等状況 

○ 市町村は地域の実情に応じて、紙類やガラス類、ペットボトル、容器包装プラス

チック等の分別収集を行っています。平成 26年度から大きな変動はありません（表

2-1-7）。 

 

表 2-1-7 熊本県内市町村の分別収集の状況（市町村数）  

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 ○ 令和 4年度から統計で資源ごみの中で「製品プラスチック」が追加されましたが、

令和 6 年度に製品プラスチックごみの資源化等を実施している自治体は 14 自治体

となっています 

○ 市町村による資源ごみ個別品目の分別収集の取組み状況については表 2-1-7-2の

とおりです。 

○ 分別収集に取り組んでいる市町村数が少ない品目としては、「剪定枝」「その他の

プラ」「生ごみ」などが挙げられ、それらを分別収集していない理由については、表

2-1-7-3のとおり「資源化施設が整備されていない」との回答が多くなっています。 

 

  

　　　　　分別数
年度

５以下 ６～１０ １１～１５ １６～２０ ２１以上

H26 0 6 8 21 10

H27 0 6 7 22 10

H28 1 6 7 22 9

H29 1 7 7 21 9

H30 0 7 8 20 10

R1 1 7 9 18 10

R2 1 8 8 16 12

R3 1 8 9 16 11

R4 1 8 9 17 10

R5 1 8 9 16 11
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

表 2-1-7-2 資源ごみの個別品目の分別収集の取組み 

 

 

表 2-1-7-3 資源ごみの個別品目の分別収集していない理由 

 
○出典：「市町村の一般廃棄物処理に関する取組及び今後の動向等の調査（令和 6 年度）」（熊本県循環社会推進課） 

  

実施
市町村数

スチール缶 40

アルミ缶 40

その他の金属 32

無色透明 40

茶色 39

その他の色 38

Ｒマークびん 24

飲料用紙製容器（紙パック） 37

紙製容器包装 31

段ボール 42

新聞紙 42

雑誌・チラシ 42

ペットボトル 42

白色トレイ 34

プラ製容器包装 29

その他のプラ 15

布類 36

生ごみ 15

廃食用油 22

剪定枝 13

蛍光灯 39

電池 39

使用済小型家電 27

品目

プラスチック類

その他

金属類

ガラス類

紙類

近隣にリサ
イクル業者
がいない

収集に経費
がかかる

住民の協力
が得られな
い（住民負
担が大き
い）

資源化施設
が整備され
ていない

その他

スチール缶 0 0 0 1 1

アルミ缶 0 0 0 1 1

その他の金属 0 1 0 2 5

無色透明 0 0 0 1 1

茶色 0 0 0 2 1

その他の色 0 0 0 2 1

Ｒマークびん 1 2 0 3 5

飲料用紙製容器（紙パック） 1 0 0 2 2

紙製容器包装 1 0 0 3 5

段ボール 0 0 0 1 0

新聞紙 0 0 0 1 0

雑誌・チラシ 0 0 0 1 0

ペットボトル 0 0 0 1 0

白色トレイ 1 0 0 3 3

プラ製容器包装 0 1 0 4 5

その他のプラ 4 4 0 8 6

布類 0 0 0 3 1

生ごみ 2 5 0 8 7

廃食用油 2 3 1 2 7

剪定枝 3 6 0 7 4

蛍光灯 2 0 0 1 1

電池 2 0 0 1 1

使用済小型家電 3 1 0 3 4

紙類

プラスチック類

その他

品目

金属類

ガラス類



 

- 16 - 

 

第２章 一般廃棄物の現状と課題 

 

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】  

 
 

○ 第 5 期計画では、国の基本方針の目標（平成 30 年度の約 20％から令和 7 年度に

おいて約 28％に増加）に準じて、「令和 7年度において 28％を目標」としています。 

○ 目標値 28%（令和 7 年度）に対し、令和 5 年度実績は約 17.7%と、目標達成は難

しい状況となっています。 

 

【 再生利用に関する課題 】 

○ 再生利用率に関しては、近年は横ばいの状況が続いており、ごみ排出量が減少し

ている中、再生利用率は向上していない状況が続いています。 

○ 再生利用率を高めるため、近年上昇傾向にある焼却率（令和 5年度実績：79.6％）

を下げる必要があります。 

○ 資源ごみの分別収集に関しても市町村ごとに取組みの違いがあり、再生利用率を

高めるためには、資源ごみの分別収集の取組みが進んでいない市町村において、取

り組みを強化する必要があります。 

○ 特に、製品プラスチックについては、従前から燃やすごみとして焼却されている

ことが多く、プラスチック資源循環促進法（プラ新法）に基づき、適切に分別・資

源化することが求められています。 

○ ごみの RDF化については、全国的に撤退する市町村が相次ぎ、先行きが不透明な

中、今後国がどのように進めるのか注視する必要があります。 

  

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

18.9% 20.8% 18.7% 18.1% 17.7% 28.0% 20.3%再生利用率

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画

年度
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

３ 最終処分量の状況 

○ 最終処分量は、減少傾向で推移しており、令和 5 年度は約 45 千トンとなっていま

す。 

○ 1人 1日当たりの最終処分量も減少傾向で推移しており、令和 5年度は約 71g/人・

日となっています。令和 2年度以降は、全国値と同様の推移となっています（表 2-1-

8、図 2-1-9）。 
 

表 2-1-8 最終処分量及び最終処分率の推移 

      
○1 人 1 日当たり最終処分量(g/人・日)＝(最終処分量)／(総人口)／365 日（又は 366 日） 

○最終処分率(%)＝(最終処分量)／(ごみ総排出量)×100 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

図 2-1-9 県内の最終処分量及び１人１日当たりの最終処分量の推移 

 

    ○本図は、表 2-1-8 の最終処分量及び１人１日当たりの最終処分量の推移をグラフ化したもの。 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

中間処理後最終処分量 （千トン/年） 54 55 58 59 52 45 47 45 44 42

焼却残渣 （千トン/年） 46 47 50 44 39 37 39 38 37 35

焼却施設以外からの

処理残渣
（千トン/年） 8 8 9 15 13 8 9 7 7 7

直接最終処分量 （千トン/年） 3 4 3 5 6 4 3 3 3 3

合計 （千トン/年） 57 59 61 64 58 48 50 48 47 45

（％） 10.2 10.5 11.1 11.4 10.4 8.5 9.0 8.9 8.9 8.6

（千人） 1,819 1,810 1,797 1,788 1,779 1,770 1,759 1,747 1,738 1,729

(g/人・日) 86 89 94 98 89 75 79 76 75 71

(g/人・日) 92 89 85 83 83 82 79 74 74 69

(千トン/年) 561 561 553 559 556 568 559 545 536 520

注1）総人口には、外国人人口を含んでいる。

注2）１人１日当たりの最終処分量＝最終処分量（合計）÷総人口÷365日（または366日）

注3）最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量×100

一般廃棄物排出量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         年度

区分

最

終

処

分

量

最終処分率

総人口

１人１日当たりの

最終処分量

（参考）全国の１人１日当たりの

最終処分量
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

【第５期廃棄物処理計画の目標と達成見込み】   

 

        

○ 第 5 期計画では、国の基本方針の目標（平成 30 年度に対し令和 7 年度において

約 17％削減）に準じて、「平成 30年度に対し令和 7年度において 17％（約 10千ト

ン）削減することを目標」としています。 

○ 目標値 48千トン(令和 7年度)に対し、令和 5年度の実績は約 45千トンと約 3千

トン少なくなっており、目標は達成する見込みとなっています。 

 

【 最終処分量に関する課題 】 

○ 最終処分量は目標をすでに達成している状況ではありますが、埋め立てられてい

るごみには、レアメタル等の資源が含まれていることも想定されます。 

 

 

  

（単位：千トン）

R1 R2 R3 R4 R5
目標
（R7）

＜参考＞
将来推計（R7）

48 50 48 47 45 48 56

年度

最終処分量

実績（一般廃棄物処理事業実態調査） 第５期計画
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

 

 

１ ごみ焼却施設の整備状況 

○ ごみの焼却処理については、3市町で単独処理が行われており、その他の市町村は

すべて複数市町村で構成される一部事務組合や広域連合等（以下「事務組合等」とい

う）による広域処理が行われています。 

○ 市町村合併により複数のごみ焼却施設を管理する市や事務組合等では、施設の集約

化に向けた検討が進められています。また、一部では更なる広域的な処理に向けた協

議も進められています。 

○ 既存焼却施設の余熱利用※については、13 施設（全体の 65％）で実施されており、

そのうち 5施設（全体の 25％）で発電が行われています（表 2-2-1）。 

  なお、全国（令和 5年度）では焼却施設の 72.1％で余熱利用が実施され、40.9％の

施設が発電設備を有しています。 

○ 本県の既存施設のうち、平成 27 年度以降に使用を開始した 5 施設では、発電や二

酸化炭素排出抑制等、地球温暖化防止や省エネルギー化等に配慮した整備が行われて

います。 

                          

表 2-2-1 熊本県内のごみ処理施設（焼却）の推移 

 

  ○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

※余熱利用 

焼却施設からの余熱を有効に利用する方法としては、発電のほか、施設内の暖房・給湯、温水

プール等での温水利用や蒸気利用等があります。 

 

 

施設数
処理能力
（ﾄﾝ/日）

温水利用 蒸気利用 発電利用 その他

H26 20 2,081.5 12 12 1 2 0 8

H27 21 2,001.5 13 13 1 2 0 8

H28 21 2,097.0 13 13 1 3 0 8

H29 21 2,097.0 13 13 1 3 0 8

H30 20 2,079.0 13 13 1 4 0 7

R1 21 2,175.0 14 13 1 5 0 7

R2 21 2,175.0 14 13 1 5 0 7

R3 20 2,040.0 14 13 1 5 0 6

R4 20 2,064.0 14 13 1 5 0 6

R5 20 2,064.0 13 12 1 5 0 7

ごみ焼却施設 余熱利用有り
余熱利用

無し
年度

第２節 一般廃棄物（ごみ）処理施設の整備状況等と課題 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

２ 最終処分場の整備状況 

○ 最終処分場数及び埋立が可能な残余容量は減少傾向にあり、また、一部の市町村（事

務組合等を含む）では、最終処分場を有していない状況となっています（表 2-2-2）。 

○ 平成 28、29 年度の残余年数が他の年度に比べて短くなっているのは、当該年度の

埋立量の増加によるものです。 

 

表 2-2-2 熊本県内の最終処分場の推移 

 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

○埋立面積及び全体容量は設置許可時のもの（当初から拡張の計画がある場合はそれを含む。） 

○残余容量とは、設置許可時の全体容量のうち、竣工した部分の容量から埋立量を引いた量 

○残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立   

処分が可能な期間（年）をいい、以下の式により算出される。  

当該年度末の残余容量  

     当該年度の最終処分量 ／ 埋立ごみ比重 （埋立ごみ比重は 0.816 とする。） 

  

年度 施設数
埋立面積
（千m2）

全体容量
（千m3）

残余容量
（千m3）

残余年数
（年）

（参考）全国平均
残余年数（年）

H26 14 237 2,480 1,366 19.4 20.1

H27 14 237 2,480 1,362 18.9 20.4

H28 14 237 2,507 1,151 15.3 20.5

H29 14 235 2,507 1,325 17.0 21.8

H30 13 232 2,501 1,296 18.3 21.6

R1 13 229 2,469 1,257 21.2 21.4

R2 11 224 2,432 1,196 19.3 22.4

R3 11 224 2,432 1,158 19.5 23.5

R4 12 244 2,562 1,167 20.1 23.4

R5 12 244 2,567 1,138 20.7 24.8

残余年数＝ 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

表 2-2-3 県内の最終処分場の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ※残余容量がある場合のみ記載 

〇出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

３ ごみ処理経費の状況 

○ 平成 30年度以降、建設改良費、処理及び維持管理費は増加しています（図 2-2-4）。 

○ 平成 30 年度は八代市、令和 2 年度は菊池広域連合の大規模施設の建設に伴い、建

設改良費が増加しています。 

 

図 2-2-4 熊本県内のごみ処理経費の推移 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

  

29 36 22 25 

114 

66 

172 

71 72 80 

191 177 
181 169 

178 
241 

241 

243 246 
261 

12 15 
14 

15 

12 
11 

13 

12 8 

17 

232 228 
217 209 

304 
318 

426 

326 327 

359 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

（年度）

(億円)

建設改良費 処理及び維持管理費 その他

市町村及び一部事務組合等名 最終処分場数

熊本市 1

荒尾市 1

水俣市 1

天草市 1

山鹿植木広域行政事務組合 1

八代生活環境事務組合 1

阿蘇広域行政事務組合 1

人吉球磨広域行政組合 2

有明広域行政事務組合 1

菊池広域連合 2

計 12



 

- 22 - 

 

第２章 一般廃棄物の現状と課題 

【 一般廃棄物処理施設に関する課題 】 

○ 今後の人口減少に伴うごみ排出量の減少に向け、市町村は、経済性、効率性を

踏まえ、ごみ焼却施設等の集約化や他の市町村等との連携による広域的な処理な

ど、一般廃棄物の処理主体として適正な処理体制を確保する必要があります。 

○ 今後、市町村は、地球温暖化防止や省エネルギー化等に配慮したエネルギー回

収効率の高いごみ焼却施設の整備を行う必要があります。 

○ また、新たな施設設置が困難な市町村にあっては、市町村策定の長寿命化計画

に基づき老朽化した施設の更新や改良を適切な時期に行う必要があります。 

○ 災害時には施設被害の発生や施設の処理能力を超える廃棄物が発生し、廃棄物

処理に支障が生じることが想定されます。 

○ これらの課題については、令和 6年 3月の環境省通知を受けて、今回策定した

「熊本県一般廃棄物処理長期広域化・集約化計画」（第 9章参照）に基づき対応し

ていく必要があります。 
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

 

 本節では、市町村が主体となって収集・運搬・処分を行う、くみ取りし尿や浄化槽汚

泥（一般廃棄物）を中心に記載します。 

１ 水洗化の状況 

○ 公共下水道、浄化槽など生活排水処理施設については、計画的な整備が進められ、

水洗化率は年々高くなっており、令和 5年度における水洗化率は 93.1%（全国 96.3％

(令和 5年度)）となっています（表 2-3-1、図 2-3-2）。 

 

表 2-3-1 熊本県内の生活排水処理施設の推移 

 

 

 

○「浄化槽人口」には、農業集落排水施設人口が含まれる。 

○「浄化槽水洗化率」は、コミュニティ・プラント人口を除いた数値で計算している。 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

(人） 1,818,735 1,810,065 1,796,725 1,787,992 1,778,909 1,769,564 1,759,455

公共下水道人口 (人） 1,114,202 1,139,870 1,126,606 1,135,370 1,144,574 1,144,909 1,152,305

浄化槽人口 (人） 477,468 476,696 482,298 474,019 457,266 456,013 451,850

単独 (人） 198,029 211,999 215,634 201,042 181,033 175,397 174,123

合併 (人） 279,439 264,697 266,664 272,977 276,233 280,616 277,727

(人） 562 539 6,269 7,152 12,708 11,739 11,481

合計 (人） 1,592,232 1,617,105 1,615,173 1,616,541 1,614,548 1,612,661 1,615,636

計画収集人口 (人） 223,845 190,917 180,109 169,926 163,102 155,722 142,708

自家処理人口 (人） 2,658 2,043 1,443 1,525 1,259 1,181 1,111

合計 (人） 226,503 192,960 181,552 171,451 164,361 156,903 143,819

(％） 87.5 89.3 89.9 90.4 90.8 91.1 91.8

(％） 12.5 10.7 10.1 9.6 9.2 8.9 8.2

(％） 61.3 63.0 62.7 63.5 64.3 64.7 65.5

(％） 26.3 26.3 26.9 26.6 25.9 25.9 25.8

(％） 15.4 14.6 14.9 15.3 15.6 16.0 15.9

コミュニティ・プラント人口

非水洗化率

公共下水道水洗化率

浄化槽水洗化率

うち合併処理

　

年度

総人口

水洗化
人口

非水洗化
人口

水洗化率

R3 R4 R5

(人） 1,747,473 1,738,157 1,728,528

公共下水道人口 (人） 1,157,910 1,158,414 1,166,776

浄化槽人口 (人） 403,580 398,917 390,714

みなし（単独） (人） 108,211 103,861 99,615

合併 (人） 267,264 278,399 277,227

その他 (人） 28,105 16,657 13,872

(人） 388 393 394

(人） 49,364 49,050 51,289

合計 (人） 1,611,242 1,606,774 1,609,173

計画収集人口 (人） 135,217 130,443 118,485

自家処理人口 (人） 1,014 940 870

合計 (人） 136,231 131,383 119,355

(％） 92.2 92.4 93.1

(％） 7.8 7.6 6.9

(％） 66.3 66.6 67.5

(％） 23.1 23.0 22.6浄化槽水洗化率

集落排水施設等人口

コミュニティ・プラント人口

水洗化
人口

非水洗化

人口

水洗化率

非水洗化率

公共下水道水洗化率

　
年度

総人口

第３節 一般廃棄物（し尿等）の現状と課題 



 

- 24 - 

 

第２章 一般廃棄物の現状と課題 

 

図 2-3-2 熊本県内のし尿処理形態の推移 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

 
２ くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況について 

○ くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量の合計は約 437千キロリットルで、平成

30年度（457千リットル）に比べ、約 4.3％減少しています。 

○ 計画処理量のうち、し尿処理施設での処理量は約 337 千キロリットル（約 77％）、

下水道投入による処理量は約 99千キロリットル（約 23％）となっています（図 2-3-

3）。 

 

図 2-3-3   熊本県内のくみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況（令和 5 年度） 

 
○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

  

  

し尿処理施

設

337,025 

(77.2%)

ごみ堆肥化

施設

1,028 

(0.2%)

下水道投入

98,685 

(22.6%)

その他

3 

(0.0%)

計画処理量

436,741 kl/年
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第２章 一般廃棄物の現状と課題  

３ し尿処理施設の整備状況について 

○ し尿処理については、5市町で単独処理が行われており、その他の市町村は、複数

市町村で構成される一部事務組合等による広域処理又は民間への委託により行われ

ています。 

○ 市町村合併により複数のし尿処理施設を管理する市や事務組合等では、施設の集

約化に向けた検討が進められています（表 2-3-4）。 
 

表 2-3-4 熊本県内のし尿処理施設の推移 

 
                    ○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

４ し尿処理経費の状況について 

○ 18施設のうち 10施設が稼働から 20年以上経過しています。 

○ し尿処理及び施設の維持管理にかかる費用は、近年増加傾向で推移しています（図 

2-3-5）。 
 

図 2-3-5 熊本県内のし尿処理経費の推移 

 
 

○出典：「一般廃棄物処理事業実態調査」（環境省）をもとに熊本県循環社会推進課作成 

 

年度 施設数
処理能力

（キロリットル/日））

H26 22 1,390

H27 23 1,486

H28 24 1,578

H29 21 1,447

H30 21 1,469

R1 20 1,429

R2 20 1,429

R3 18 1,272

R4 18 1,272

R5 18 1,272
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第２章 一般廃棄物の現状と課題 

【 し尿処理に関する課題 】 

○ 市町村は、公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全のため、引き続き下水道や浄

化槽などの生活排水処理施設の整備を促進する必要があります。  

○ 特に、平成 13 年度から新設が禁止されている単独処理浄化槽(し尿のみの処理)

は、引き続き合併処理浄化槽等への切替えを進める必要があります。 

○ 一方、新たな施設整備が困難な市町村にあっては、長寿命化計画を策定し、老

朽化した施設の更新や改良を適切な時期に行うとともに、激甚化する災害を想定

し適切に対応する必要があります。 

 


